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電　　話
役場　72-0450
ふれあいセンター
　　　73-0811
農業センター
　　　73-0978
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　消防法が改正され、すべての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
●「逃げ遅れ」により、毎年多くの方が住宅火災で亡くなっています。
●寝室や階段等に取り付けることで、いち早く火災の発生に気付くことができます。
●原則として寝室と階段（寝室が２階にある場合など）に設置が必要です。
●お近くの電器店やホームセンターなどで購入できます。

もう取り付けましたか？住宅用火災警報器

問い合わせ先…嶺北消防署　☎７６－２８０６　または、総務課庶務班　☎⑨７２－０４５０

悪質な訪問販売等にご注意ください外
消防署や役場が警報器を訪問販売することはありません。

また特定の業者に商品を斡旋したり販売することはありません。

東日本大震災により避難されている皆さまへのお願い東日本大震災により避難されている皆さまへのお願い
①避難先の市町村へ、ご自身の情報をご提供ください。
②避難前にお住まいの県や市町村からさまざまなお知らせをお届けできるようになります。

 

 

  

避
難
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ま

①提供していただく情報
・氏名、生年月日、性別
・避難前の住所
・避難先（避難所、個人宅等）の情報

②お知らせ
・見舞金等の各種給付の連絡
・国民健康保険証の再発行
・税や保険料の減免・猶予・期限延長等の通知　など

避
難
前
に
お
住
ま
い
の
県
・
市
町
村

避
難
先
の
市
町
村

避
難
先
の
都
道
府
県

問い合わせ先 …住民課保険窓口班　☎⑨７２－０４５０

全
国
避
難
者
情
報
シ
ス
テ
ム




